
１．基本情報

歳 ※役員のうち、4名は

千円 　市職員との兼務

歳

千円

※役員報酬については市職員分を含まず

※平均給与月額は、常勤の正職員分のみ

３．財務の状況 （単位　千円）

【財産の概要】

【収支計算の概要】

４．市の財政的関与

補助金

委託料

貸付金

短期

長期（年度末残高） 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

118,669 175,341 212,331

経常外費用 492 606 384

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

経常外損益 △ 492 △ 606 △ 384

経常外収益 0 0 0

管理費 1,480 1,504 1,542

人件費 239,988 261,865 248,490

経常費用 386,161 431,350 405,791

事業費 144,692 167,980 155,759

経常損益 15,993 2,946 2,737

経常収益 402,154 434,296 408,528

一般正味財産 132,367 134,635 137,079

令和４年度 令和５年度 令和６年度

正味財産 132,367 134,635 137,079

指定正味財産 0 0

流動負債 42,037 58,272 49,674

固定負債 46,801 48,321 41,979

固定資産 48,342 49,548 44,096

負債 88,838 106,593 91,653

令和６年度

資産 221,205 241,229 228,733

流動資産 172,863 191,681 184,637

合計 44 4 0

令和４年度 令和５年度

計 35 0 0

職員
非常勤 18

職員平均年齢 51

うち臨時職員 5 平均給与月額 30.5

9 4 0

常勤 17

役員平均年齢 58.8

非常勤 9 4 0 平均報酬月額 30

計
市職員 市OB

役員

常勤 0 0 0

計

HPアドレス https://ikomamedical.or.jp

設立目的
広く地域住民の健康を保持増進し、生駒市における医療、看護及び介護の包括的連携を図り、もって
社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

２．役職員の状況 （令和７年４月１日現在）

代表者 理事長　萩原　洋司 所管部署 子育て健康部　健康課

基本財産 0 千円 市出資割合 50.0 ％

生駒市の外郭団体の概要

団体名 一般財団法人　生駒メディカルセンター 設立年月日 平成25年4月1日

所在地 生駒市東新町１番３号（セラビーいこま　メディカルセンター内） 設立根拠 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律



その他市からの収入

債務保証・損失補償年度末残高

債務保証・損失補償限度額

５．財務・資産関係指標

（令和６年度）

居宅介護支援事業 自主事業 12,041

要支援、要介護を必要とする者の相談に応じ居宅サービス
計画を作成した。
・居宅サービス作成数　724件(対前年度比 －532件)
・要介護認定調査数　9件(対前年度比 －23件)

学校検診事業 受託事業 3,343

学校保健安全法に基づく、学校検診事業を実施した。
【対象】
　市立12小学校、8中学校の新入学の児童生徒1,883人
【結果】
・心電図検診：対象者全員　内要精検者135人、要医療者
0人
・胸部Ｘ線検診：(直接)児童生徒4人、内要精検者1人

訪問看護事業
自主事業
受託事業

81,579

在宅療養者等の日常生活動作能力の維持回復支援と地域に
おける医療・保健・福祉の一体化を目指し訪問看護事業を
実施した。
・年間利用者数　1,856人(対前年度比 －42人)
・年間延訪問回数　9,543回(対前年度比 －537回)
生駒市在宅医療・介護連携支援センター165件)

事業名称 事業区分
決算額

（千円）
事業内容・成果

休日・夜間応急診療事業 受託事業 237,413

内科・小児科の一次応急診療を年間通して実施した。市内
3病院及び隣接2病院並びに大和郡山市内病院と連携し内
科系二次、外科系一次、二次の応急診療を実施した。
【受診件数】
・休日・夜間応急診療所
   内科：4,066件、小児科：3,168件、計 7,234件
                                      (対前年度比 －923件)
・内科系二次・外科系一次・二次応急診療
    受入数：2,846件、内救急458件
          (対前年度比　受入 －191件、救急 ＋10件)

[自立性]

市への財政依存度
　市からの収入合計/当期収入合計×100

29.5% 40.4% 52.0%

６．主な事業実績

管理費比率
　管理費/当期支出合計×100

0.4% 0.3% 0.4%

職員１人当たりの収入額
　当期収入合計/職員数（役員を除く）

9,809千円 10,593千円 11,672千円

流動比率
　流動資産合計/流動負債合計×100

411.2% 328.9% 371.7%

[効率性]

人件費比率
　人件費計/当期支出合計×100

62.1% 60.6% 61.2%

[安全性・健全性]

自己資本比率
　正味財産合計/資産合計×100

59.8% 55.8% 59.9%

借入金依存率
　借入金収入/当期収入合計×100

0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0

その他の財政上の援助（税の減免、使用料・手数料等の減免、建物の無償使用など）

令和４年度 令和５年度 令和６年度

（具体的項目）

0 0 0

0 0 0



７．団体における現状と課題及び今後の方針について

事業実施の内容・水準

◆応急診療事業
・休日夜間の応急診療を３６５日実施し
た。
・市医師会及び関係医療機関の協力、連携
を密にし、当直医師の安定確保に引き続き
努めたい。
・内科系二次、外科系一次・二次応急診療
は既存の５病院の輪番体制で行い市内救急
の受入率は66.3%(前年61.8%)。
・新型コロナウイルス感染症とインフルエ
ンザの同時流行も踏まえ、土日祝日の日中
の2診体制を確立し、市民の診療希望に応え
るとともに、夜間当直医師の負担軽減を
図っている。
・近年、休日や夜間において、一次救急医
療機関（応急診療所やかかりつけ医）を受
診すべき軽症者が、重症者の対応をする二
次救急医療機関（市内４病院）や三次救急
医療機関（県内３病院）を求めるケースが
ある。そのため、本来、二次・三次救急医
療機関での検査や治療を必要とする重症者
への対応が不十分となっている。
当診療所では、休日や夜間に高度医療機関
の救急受入れに支障とならないよう、軽症
者について積極的に受け入れ、診療した。
また、医師が検査等を必要と判断した患者
には、症状に対応する高度医療機関へ後送
した。
・受診相談、所持薬の相談、他の診療科紹
介については、昭和56年の設立当初から
365日対応しており、1,976件であった。
・発熱患者へより適切な対応を行うため、
発熱外来を引き続き開設した。発熱患者数
は5,444人件、うち新型コロナウイルス検
査数は3,982人で、陽性者は757人、陽性
率は19.0％であった。

・新型コロナウイルス感染症の流行拡大に対
応し、令和2年１1月に発熱外来を開設、新型
コロナウイルス感染症の５類移行後は発熱患
者の診療に係る動線や診察室を配慮するなど
感染防止を徹底した上で、コロナ禍以前の受
付順の診療体制に戻し、より多くの市民の診
察希望に対応してきた。
今後も新型コロナウイルス感染症やインフル
エンザ等感染症の流行状況に応じて、診療体
制を適宜見直し、より多くの患者の受け入れ
ができるよう、対応に努める。
・法人ホームページで応急診療所で受診すべ
き症状等を紹介し、適正受診を促すととも
に、合わせて救急医療体制に基づく症状に応
じた適切な医療機関への受診を促している。
・今後も円滑な事業運営につながるよう、看
護師の適正確保に努める。
・軽症者については、医療従事者が特に不足
する休日や夜間は、重傷者の二次・三次救急
医療機関の受け入れに支障の無いよう、応急
診療所での受診を積極的に勧奨する。
・市立病院へは、患者の症状を踏まえ、検
査・診療について、後送するなど、連携に努
める。

◆学校検診事業
・学校保健安全法に基づき、学校検診の市
立小学校１２校、市立中学校８校の新入生
を対象に1,883人行い、内135人が要精密
検査であった。

　
・システムを更新し、検診データの効率的な
処理を進めており、より迅速な検診結果の提
供に努める。

現状・課題等 今後の方針

団体の必要性

市民にとって安心して暮らせる生駒市とし
て、休日夜間応急診療業務をはじめ、医
療、看護、介護の包括的連携による在宅医
療、在宅療養及び介護予防の増進に大きな
役割を果たしている。

地域の医療機関との連携を強化し、適切な初
期診療とともに、引き続き、医療、看護、介
護の包括的連携による在宅医療、在宅療養及
び介護予防を支援していく。

地域包括支援センター事業
自主事業
受託事業

66,644

市委託事業として介護予防事業・総合相談支援事業・包括
的・継続的マネジメント事業を実施した。
・総合相談件数　3,211件(対前年度比 ＋355件)
【委託事業】
・介護予防支援件数　　1,559件(対前年度比 ＋327件)
・第1号介護予防支援件数(総合事業)　795件
(対前年度比 +110件)
・介護予防教室開催　32回(対前年度比 ＋6回)



・高齢者の生活支援や認知症の周知、理解と
予防に向け、今後も専門職については、配置
基準を満たせるよう、職員の採用に努める。

組織（人員）体制

◆評議員、理事及び監事(令和７年４月現
在）
・評議員　5名（内市職員2名)
・代表理事1名
・理事7名(内市職員4名)
・監事１名
◆常時雇用(令和７年４月現在）
・事務局４名
・休日夜間応急診療所看護師　８名
・訪問看護ステーション
　看護師　１3名
　事務員　2名
・居宅介護支援事業所
　主任介護支援専門員　０名
・地域包括支援センター
　保健師　2名
　社会福祉士　3名
　主任介護支援専門員　2名
　介護支援専門員　2名
常時雇用計３６名
◆応急診療所(令和７年４月現在）
・医師　６１名（大学派遣医師含む）

・職員採用については、生駒市広報紙及び当
法人や専門職団体のホームページへ掲載し、
周知している。当法人ホームページについて
は、法人や事業所の紹介ページも掲載し、求
職者の方に事業内容が伝わるようにしてい
る。
また、新聞折込や求人配信サービスを活用
し、今後も事業に必要な人材確保に努める。

事業実施の内容・水準

◆訪問看護事業
・地域の診療所、病院と連携し在宅看護を
実施し、在宅療養時の不安を取り除きなが
ら、利用者ができる限り自分らしく安心し
て在宅で生活できるよう、乳幼児から高齢
者まで訪問した。（２４時間365日体制）
また、他の訪問看護ステーションでは対応
困難な乳幼児や小児も積極的に訪問した。
・自宅で安心して過ごせるよう作成した冊
子を引き続き配布した。
・看護学生の訪問看護実習を受け入れ、医
療従事者の養成に貢献した。
・生駒市在宅医療・介護連携支援センター
では、主に介護事業所へ医療系在宅サービ
スの紹介、かかりつけ医や専門医の紹介を
するとともに、医療機関や介護事業所へPR
訪問し、また、ヘルパー向け研修や介護支
援専門員との合同勉強会を開催した。

現体制を維持継続する。
・引き続き在宅療養の推進に向けた相談窓口
の活用を、医療関係者や介護事業者に向けPR
活動を行う。
・令和元年度より生駒駅構内に訪問看護の看
板を設置し、訪問看護事業を積極的にPRして
いる。
また、居宅介護支援事業所を定期的に訪問
し、介護従事者に対し積極的に医療相談に応
じるなど、相談しやすい環境を整備し、当ス
テーションの利用率の向上を図っている。

◆居宅介護支援事業
休止中

・終末期や在宅介護を適切に支援していける
よう、同法人内の訪問看護や地域包括支援セ
ンターと連携を図り、主任介護支援専門員の
確保、採用に努める。

◆地域包括支援センター
・通常の包括支援センター受託業務の他、
介護予防事業、第１号介護予防事業(総合事
業)の実施に取り組んだ。



休日夜間応急診療所業務については、新型コロナウイルス感染症の５類移行後も抗原検査、薬剤について必要量を
適時確保するとともに、インフルエンザの流行状況も踏まえた診療体制を確保されている。この結果、受診者数は
過去最高に近かった昨年度を下回ってはいるが、診療報酬はコロナ禍以前の平均額を上回っており、市民への健康
維持への貢献と事業収支の改善は高く評価できる。今後も、応急診療事業のほか各事業も含めて、新型コロナウイ
ルスやインフルエンザ等感染症の流行状況や地域の状況に対応した事業運営に努め、市民福祉の増進に寄与された
い。

市民への情報開示

法及び諸規程に基づく情報開示を行ってい
る。

当法人ホームページについては、法人各事業
の紹介と市民に役立つ救急時の相談窓口な
ど、医療・介護・健康情報を積極的に発信
し、市民により身近で親しみのある法人とな
るよう、引き続き努めていく。

その他特記事項

今年度の取組実績等に対する評価と今後団体に対して市が期待する役割・課題等【担当部署】

市
の
関
与

人的関与

法人の評議員に2名、理事に4名の市職員
（部長・次長級）を委嘱している。

現状を維持する。

財政的関与

応急診療事業、学校検診事業、訪問看護事
業、地域包括支援事業の一部業務を市から
受託している。応急診療事業、法人管理運
営に要する建物使用料を免除されている。

現状を維持する。

財務状況

応急診療事業については、新型コロナウイ
ルス感染症の５類移行及びインフルエンザ
患者の増加に伴い、感染防止を徹底した上
で、受診時間の予約制を廃止し、コロナ禍
以前の受付順の診療体制に戻し、より多く
の受診希望者の診察・検査を実施したとこ
ろ、受診者数は同感染症が感染拡大し、患
者数が大幅に減少する以前の令和元年度の
患者数を上回った。
また、法人各事業について、収入確保と支
出抑制に努めたことから、黒字決算となっ
ており、一般正味財産期末残高は、１３
７，０７９，６４６円となっている。

・当法人事業については、新型コロナウイル
ス感染症の５類移行に伴い、同感染症による
補助金や特例的な診療報酬は見込めないが、
経費削減に努めるとともに、財源確保の観点
から今後も補助金を積極的に確保し、算定可
能な加算については適時、適切に把握し、請
求したい。
・休日夜間応急診療所については、感染防止
を徹底した上で、コロナ禍以前の検査・診療
体制に戻し、より多くの市民の診察希望に対
応できるよう変更している。今後もインフル
エンザの流行時や年末年始等には診療体制を
適宜見直し、より多くの患者を受け入れ市民
の健康維持に寄与するとともに、診療報酬の
確保にも努めていきたい。
・訪問看護事業についてはマイナ保険証利用
のため、オンライン資格確認を導入。導入に
は補助金を確保し経費負担を軽減、また利用
者へのマイナ保険証利用促進の取組を行い、
協力金の交付も受けることができた。職員及
び利用者双方の保険資格確認にかかる負担が
軽減され、業務の効率化にもつながっている
ため、今後も現状を維持する。


